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Project Design Matrix (PDM)

プロジェクト名： エルサルバドル国東部地域観光開発能力強化プロジェクト

Ver. 2  (2012年6月27日)
対象地域：東部地域 （パイロットプロジェクト地域: CAT La Uniónが現在管轄している13市)
ターゲットグループ：MITUR/CORSATUR職員、 パイロットプロジェクト地域の観光委員会員/観光協会員

スーパーゴール：首都及び地方における経済格差が軽減する。

上位目標

東部地域において地域特有の資源を活かしたコミュニティ・ツーリズム
が確立される。

1 東部地域において地域コミュニティが主体となって開発され
た観光商品が増加する。

1 CORSATURと観光委員会/観光協会による報
告書

2 東部地域の観光セクターの雇用が増加する。 2 CORSATURによる観光関連統計
中央銀行による経済統計
経済省による統計
観光業者団体による統計など

プロジェクト目標

東部地域において地域コミュニティに裨益する官民連携による持続可
能な観光開発の体制を構築する。

1 観光委員会/観光協会の役割と位置づけを明文化する。 1 CORSATURと観光委員会/観光協会による報
告書

- 観光委員会/観光協会の能力強化に係る政府の政
策が継続する。

2 開発されたモデル（JICA La Unión Model）が標準モデルとして

CORSATURに承認される。

2 CORSATURの公式文書 - 治安や公衆衛生状況が悪化しない。

3 パイロットプロジェクト地域の一部の地域においては観光セ
クターの雇用が増加する。

3 CORSATURによる観光関連統計
中央銀行による経済統計
経済省による統計
観光業者団体による統計など

- 訓練を受けたカウンターパートが働き続ける。

成果

1 東部地域の観光開発の方向性が導き出される。(ガイドライン) 1-1 観光開発や観光機関にかかる現状報告書が作成される。 1-1 作成された報告書 - 中央政府が東部地域における観光開発の重要性
を維持する。

1-2 観光資源調査報告書が作成される。 1-2 作成された報告書

1-3 住民参加型観光開発に関するガイドライン案が作成され
る。

1-3 作成されたガイドライン案

2 パイロットプロジェクト地域におけるパイロットプロジェクト実施を通じて
地域独自の資源を活用した観光開発に係る知識が向上する。

2-1 パイロットプロジェクトの選定基準・指針が策定される。 2-1 プロジェクト進捗報告書

2-2 パイロットプロジェクト地域において少なくとも5つのパイロッ
トプロジェクトが実施される。

2-2 プロジェクト進捗報告書

2-3 パイロットプロジェクト活動から導き出された教訓を含んだモ
ニタリング・評価報告書が作成される。

2-3 プロジェクト進捗報告書

2-4 パイロットプロジェクト実施に係る観光委員会/観光協会のメ
ンバーの半分以上において観光開発に対する意識や行動
に変化がみられる。

2-4 観光委員会/観光協会のパイロットプロジェク
トに対する知識・意識調査
プロジェクト進捗報告書

3 パイロットプロジェクト地域の観光委員会/観光協会*の能力が向上す

る。(観光委員会と観光協会の能力強化)
3-1 パイロットプロジェクト地域におけるすべての観光委員会/観

光協会でニーズに基づく研修が最低１研修実施される。
3-1 プロジェクト進捗報告書

プロジェクトによる研修記録

3-2 少なくとも6つの観光委員会/観光協会において規約もしくは
定款が作成・改善される。

3-2 作成された活動規約

3-3 少なくとも6つの観光委員会/観光協会において関係機関情
報共有のための定期会議が月例で開催される。

3-3 プロジェクト進捗報告書
観光委員会/観光協会による会議記録

指標 指標入手手段 外部条件

プロジェクト実施期間：3年間 (2010年8月～2013年7月)

プロジェクト概要
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3-4 少なくとも8つの観光委員会/観光協会においては観光開発
に関するコンセプトが作成される。

3-4 観光開発コンセプト（が示された書類）

3-5 少なくとも8つの観光委員会/観光協会においては最低一つ
の提案書が作成される。

3-5 観光委員会/観光協会が作成した提案書

4 MITUR及びCORSATURにおけるパイロットプロジェクト地域の観光委員

会/観光協会支援能力が向上する (MITUR/CORSATUR能力強化)
4-1 CORSATURと観光委員会/観光協会の定期会議が少なくとも

月に1回開催される。
4-1 プロジェクト進捗報告書

会議記録

4-2 CORSATURが主体的に管理・運営する観光委員会/観光協

会のための研修・セミナーが10回以上開催される。

4-2 研修・セミナー参加者リスト

4-3 パイロットプロジェクト地域においてプロジェクト開始段階で
法人格を持たなかった８つの観光委員会のうち３つが法人
化される

4-3 法人登録書類

5 観光委員会/観光協会の活動モデルが開発され、東部地域に普及され

る。 (モデルの開発と普及)
5-1 ガイドラインを含む、プロジェクトの教訓を基にしたモデルが

開発される。
5-1 開発されたモデル（文書）

5-2 モデル普及のためのセミナーが少なくとも4回開催される。 5-2 セミナー記録

活動

1-1 東部地域における観光開発に関する現状調査を行う。 - 地域コミュニティがプロジェクトに協力する。

1-2 東部地域におけるポテンシャルの高いエリアの分析を行う。 - 専門家とカウンターパートの投入計画が大きく変更
されない。

1-3 参加型で東部地域における観光開発の指針案を策定する。 - 2012年の地方選挙結果が、対象となる観光委員会
/観光協会の委員構成に深刻な影響を及ぼさな
い。

2-1 観光委員会/観光協会との協議のもと、CORSATURの調整によりパイ
ロット・プロジェクトの選定基準を作成する。

2-2 パイロット・プロジェクトを選定し、実施する。

2-3 パイロット・プロジェクト活動のモニタリング・評価を実施し、教訓を導き
出す。

3-1 観光委員会/観光協会やその関係者の研修ニーズを調査し、研修を実
施する。 前提条件

3-2 各観光委員会や観光協会において規則や定款の作成もしくは改善を
行う。

3-3 大学や、NGO、観光業者、行政機関などの関連機関と観光委員会/観
光協会のネットワークを強化する。

- 観光委員会/観光協会、地方自治体からプロジェク
トへの理解が得られる。

3-4 観光委員会/観光協会相互の交流（第三国研修を含む）を強化する。

3-5 関係する観光委員会/観光協会ごとに観光開発に関するコンセプトを
作成する。

3-6 観光委員会/観光委員会のドナー機関やNGOに対する資金協力を含む
支援依頼にかかるプロポーザル作成能力を強化する。

4-1 MITUR及びCORSATURの、観光委員会/観光協会とのコミュニケーション
能力を強化する。

4-2 MITUR及びCORSATURによる、他ドナーやNGOからの資金提供を受ける

ために必要な観光委員会/観光協会のプロポーザル作成及びプロジェ
クトの企画・運営等の能力強化にかかる支援を実施する。（本邦研修を
含む）

4-3 MITUR及びCORSATURは、パイロットプロジェクト地域において法人格を
持たない観光委員会の法人化を行う。

5-1 成果１から４を通じて、観光委員会/観光協会能力強化のための提言
をまとめ、モデルを構築する。

5-2 東部地域に対してモデル普及のためのセミナーを開催する。

*「観光委員会」とはMITUR/CORSATURによって承認された、地域の観光活動のために組織化された地域の代表者グループ。

　「観光協会」とは、上記「観光委員会」が法人化された組織のことを示す。

1. 人員

1) プロジェクトダイレクター

2) プロジェクトマネージャー

3) プロジェクトコーディネーター

4) 3名　カウンターパート

5) 7名　パイロットプロジェクト担当者

2. 機材

1) 本プロジェクトに必要な機材

3. ファシリティー

1) プロジェクトオフィス

2）パイロットプロジェクト実施に必要な土地建物

4. 本プロジェクト活動のためのローカルコスト

1.人員

(1) 総括/組織間調整1
(2) 副総括/観光開発1/コミュニティ開発2
(3) 観光開発2
(4) 組織間調整2
(5) 観光プロモーション

(6) 人材育成

2. 機材

(1) 4WD 車両

(2) 5 ラップトップ・コンピューター

(3) 2 プロジェクター

(4) 2 スクリーン

(5) 1 コピー機

(6) 1 レーザープリンター

(7) 1 インクジェットプリンター

3. 資金
パイロットプロジェクトにかかる費用

4. カウンターパート研修
ＪＩＣＡは、本プロジェクトに関係したエルサルバドル
人職員を、本邦研修および第三国研修にて受け
入れる。

エルサルバドル側投入 日本側投入
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エルサルバドル共和国

東部地域観光開発能力強化プロジェクト

中間レビュー調査報告書

独立行政法人国際協力機構

産業開発･公共政策部

平成24年12月

（2012年）

産公
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